
定期健康診断における

有所見率の改善に向けた取組について！

～働く方に対する保健指導、健康教育等の取組を促進し、
定期健康診断の有所見率を改善して過労死等を予防しましょう～

労働安全衛生規則第４４条及び第４５条の規定による定期健康診断の有所見率（健康診断を

受診した労働者のうち異常の所見（以下「有所見」という。）のある者（以下「有所見者」と

いう。）の占める割合をいう。以下同じ。）は、年々増加する傾向にあり、全国平均では平成

２０年以降５０％を上回っています。山梨県においては、平成１７年に全国より早く５０％を

超え、平成２１年には５６．５％に達し、全国平均の５２．３％を上回り、半数を超える労働

者が有所見者という状況になっております。

また、脳血管疾患及び虚血性心疾患等（以下 「脳・心臓疾患」という。）による労災請求は

毎年あり、脳・心臓疾患の発生防止の徹底を図ることが必要な状況にあります。

さらに、第１１次労働災害防止計画においては、「 労働者の健康確保対策を推進し、定期健

康診断における有所見率の増加傾向に歯止めをかけ、減少に転じさせること 」を目標の１つと

しているところです。

山梨労働局においては、別紙「定期健康診断における有所見率の改善に向けた取組事項」

（以下、「 取組事項 」という。）を策定し、労働者の健康保持増進対策を適切に推進して、（以下、「 取組事項 」という。）を策定し、労働者の健康保持増進対策を適切に推進して、

定期健康診断における有所見率の改善に向けた取組を促進することといたしました。

各事業場におかれましては、「取組事項」に基づく有所見率の改善に向けた各事項を実施さ

れますよう、お願い申し上げます。

（１）定期健康診断実施後の措置

定期健康診断の有所見者について、医師の意見を勘案し、作業の転換、労働時間の短縮等の

就業上の措置を確実に実施すること。

（２）定期健康診断の結果の労働者への通知

定期健康診断結果を労働者へ確実に通知すること。

（３）定期健康診断の結果に基づく保健指導

定期健康診断の有所見者に対して、医師等による食生活等の保健指導を行い、労働者自身

も保健指導等を利用して、その健康の保持に努めること。

（４）健康教育等

定期健康診断での有所見者を含む労働者に対して、栄養改善、運動等に取り組むよう健康教

育、健康相談を行い、労働者自身も健康教育等を利用して、その健康の保持に努めること。



定期健康診断における有所見率の改善に向けた取組事項

山梨労働局

１ 事業者及び労働者による有所見率改善の取組

（１）事業者は、次の事項について確実に取り組んでください。

ア 定期健康診断実施後の措置
法第66条の４の規定に基づく有所見についての医師からの意見聴取及び法第66条の５の規定に

基づく作業の転換、労働時間の短縮等の措置は、労働者の健康保持及び有所見に関係した疾病発生

リスクの低減のみならず、有所見の改善にも資することを踏まえ、事業者はこれらを適切に実施し

なければならないものであること。

イ 定期健康診断の結果の労働者への通知
労働者が、その健康の保持増進のための取組に積極的に努めるようにするためには、自らの健康

状況を把握することが重要であることも踏まえ、事業者は法第66条の６の規定に基づき、定期健康

診断の結果を労働者に通知しなければならないものであること。

（２）事業者及び労働者は、次の事項について取り組むよう努めてください。

ア 定期健康診断の結果に基づく保健指導
（ア）法第66条の７第１項の規定に基づく医師又は保健師による保健指導（以下単に「保健指導」と

いう。）は、これにより有所見者が、食生活の改善等に取り組むこと、医療機関で治療を受ける

ことなどにより、有所見の改善に資するものであることから、事業者の努力義務であることも踏

まえ、事業者は適切に実施するよう努めること。

別 紙

したがって、保健指導は、再検査若しくは精密検査又は治療の勧奨にとどまらず、有所見の改

善に向けて、食生活等の指導、健康管理に関する情報提供を十分に行うこと。

（イ）保健指導は、事業者が実施するだけでなく、これに基づき労働者が自ら健康の保持に取り組ま

なければ予期した効果を期待できないことから、労働者は、法第66条の７第２項の規定に基づ

き、定期健康診断の結果及び保健指導を利用して、その健康の保持に努めること。

イ 健康教育等
（ア）法第69条第１項の規定に基づく健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るた

め必要な措置（以下「健康教育等 」という。）は、これにより労働者が栄養改善、運動等に取り

組むことにより、有所見の改善に資するものであることから、事業者の努力義務であること等も

踏まえ、事業者は適切に実施するよう努めること。

なお、健康教育等は、有所見者のみならず、毎年検査値が悪化するなど有所見者となることが

懸念される者についても重点的に行うこと。

おって、健康教育等の実施においては、脳・心臓疾患関係の主な検査項目の有所見率が概ね増

加傾向にあることから、当該有所見の改善に係る健康教育等を重点的に行うこと。

（イ）健康教育等は、事業者が実施するだけでなく、これに基づき労働者自ら健康の保持増進に取り

組まなければ予期した効果を期待できないことから、労働者は、法第69条第２項の規定に基づ

き、事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めること。

ウ 留意事項
事業者は、保健指導及び健康教育等においては、個々の労働者の状況に応じて、労働者が取り組

むべき具体的な内容を示すとともに、その後の労働者の取組状況を把握し、必要に応じて指導を行

うこと。

また、（１）イの際、事業者は、保健指導及び健康教育等において示された労働者自身が取り組

むべき事項を実施するよう労働者を指導すること。

※労働者のメンタルヘルス対策を含めた「働く人の心とからだの健康づくり」（リーフレット③）

についても、参照して下さい。（「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」掲載）



２ 計画的かつ効果的な実施のための取組事項

事業者は、（１）及び（２）の事項を計画的かつ効果的に実施するため、次の事項につ

いて取り組むよう努めてください。

ア 計画的な取組
（ア）事業者は、１（１）及び（２）の事項のうち事業者が取り組む事項（以下「事業者の取組事

項」という。）への取組について計画を作成するなど、計画的に取り組むこと。（別添 事業場

における取組計画の例を参照して下さい。）

（イ）事業者は、毎月、産業医が作業場等の巡視を行う日などにおいて、計画的に、健康教育等を行

うとともに、１（２）の事項のうち労働者が取組む事項の実施状況を確認すること。

（ウ）事業者は、全国労働衛生週間及びその準備期間において、有所見率改善の取組を効果的に推進

するため、重点的に、社内誌、講演会、電子メール、掲示等による労働者への啓発等を行うとと

もに、自主点検表等を活用した１（１）及び（２）の事項の実施状況の点検を行うこと。（リー

フレット①を参照に実施して下さい。）

イ 取組状況の評価
事業者は、労働者ごと及び事業場全体について、実施した保健指導及び健康教育等の内容、労働

者自身の取組状況、定期健康診断の結果等を基に、事業者の取組事項の実施状況及びその結果を評

価し、その後充実強化すべき事項等をその後のア（ア）の計画に反映させること。その際、衛生委

員会等を活用すること。

なお、定期健康診断の結果の評価においては、必要に応じて、検査値が改善傾向であるかについ

ても評価すること。（リーフレット②を参照下さい。）

リーフレット①

ウ 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく施策との連携
保健指導及び健康教育等については、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）

に基づき、医療保険者は、40歳以上の加入者に対し、生活習慣病に着目した特定健康診査及び特定

保健指導を実施することが義務付けられており、平成20年１月17日付け基発第0117001号・保

発第0117003号「特定健康診査等の実施に関する協力依頼について（依頼）」を踏まえ、事業者

はこれらの施策との連携にも留意すること。

定期健康診断・健康づくり関係リーフレット

リーフレット② リーフレット③

http://www.mhlw.go.jp/new-
info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/d
l/1003-1a.pdf

http://www.mhlw.go.jp/new-
info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/
100331-1a.pdf

http://www.jisha.or.jp/health/pdf/th
p_leaflet.pdf

http://www.mhlw.go.jp/new-
http://www.mhlw.go.jp/new-
http://www.jisha.or.jp/health/pdf/th


１ 定期健康診断

（１）定期健康診断全体の有所見率の推移（目標を設定している場合はその内容）

例：平成19年○％、平成20年○％、平成21年○％：平成22年度に下記の対策に取り組み、平成23年

度の定期健康診断においては有所見者全員に検査値の改善又は有所見であった検査項目の減少が見

られること。

（２）脳・心臓疾患関係の主な検査項目の有所見率の推移(目標を設定している場合はその内容)

例：・血中脂質検査の有所見率：平成19年○％、平成20年○％、平成21年○％

・血圧の有所見率 ：平成19年○％、平成20年○％、平成21年○％

・血糖検査の有所見率 ：平成19年○％、平成20年○％、平成21年○％

・尿検査（糖）の有所見率：平成19年○％、平成20年○％、平成21年○％

・心電図検査の有所見率 ：平成19年○％、平成20年○％、平成21年○％

平成22年度に下記の対策に取り組み、平成23年度の定期健康診断においては各項目の有所見者全員

に検査値の改善又は有所見であった検査項目の減少が見られること。

２ 実施事項の対象者、実施方法、実施時期、重点とする内容等

（１）定期健康診断実施後の措置

例：定期健康診断の結果が明らかになる平成22年○月に、産業医に対して、有所見者全員を対象に、就

業上の措置に関する意見を聴取し、聴取後、具体的な措置の内容を工場長と相談の上、実施する。

（２）定期健康診断の結果の労働者への通知等

例：定期健康診断の結果が明らかになる平成22年○月に、全労働者を対象に、健康診断の結果を通知す

るとともに、併せて、電子メールにて、健康教育、保健指導等において示された労働者自身が取り

別添事業場における取組計画の例

るとともに、併せて、電子メールにて、健康教育、保健指導等において示された労働者自身が取り

組むべき事項を着実に実施するよう指導する。

（３）定期健康診断の結果に基づく保健指導

例：平成22年○月に、全労働者を対象に、産業医が、定期健康診断を実施するとともに、有所見者全員

を対象に、有所見の改善に向けた食生活等の指導、健康管理に関する情報の提供を重点とした保健指

導を行う。

（４）健康教育等

例：平成22年○月及び○月に、所見のない者も含めて、全労働者を対象に、脳・心臓疾患関係の主な検

査項目が有所見とならないための措置を重点とした健康教育を行う。また、全労働者が順次年１回以

上相談を受けるよう、毎月、健康相談の日を設定し、労働者自身の取組状況の把握、指導等を行う。

（５）保健指導等の実施後の労働者の取組状況の把握、指導

例：保健指導等の実施後、○月経過後及び○月経過後、電子メールにて、取組状況のアンケートを行うと

ともに、取組状況が不十分な者については、（４）の健康相談により指導する。

（６）毎月の取組

例：毎月、産業医の職場巡視を行う日に、定期健康診断における有所見率の改善に向けた取組の実施状況

の確認、健康相談、健康教育を行う。

（７）全国労働衛生週間等における取組

例：全国労働衛生週間及びその準備期間において、社内誌、講演会、電子メール等による労働者への啓発

等、自主点検表等を活用した取組状況の点検、健康相談、健康教育等の開催等を行う。

３ 取組の評価方法、時期

例：平成23年度の定期健康診断の結果が明らかになった時期に、個々の労働者を対象に、保健指導等の内

容、労働者自身の取組状況、平成23年度の定期健康診断の結果等を基に、今後の課題を含む評価を行

う。また、これらを集計し、事業場全体の評価、今後充実強化すべき事項等をとりまとめ、衛生委員う。また、これらを集計し、事業場全体の評価、今後充実強化すべき事項等をとりまとめ、衛生委員

会等にて調査審議し、平成23年度の計画に反映させる。


